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平成２７年度第２回みやま市総合教育会議 会議録 

 

 

◆日時  平成２７年９月２８日 午前１０時００分 

◆場所  みやま市役所４階 第４会議室 

 

1. 出席構成員（５名） 

・市  長  西 原  親 

・教 育 長  長 岡 廣 通 

・教育委員  早 川 京 子 

・教育委員  井 上  正 明  

  ・教育委員  樺 島 靖 子 

 

２．事務局出席者（６名） 

市長部局 

・副市長            高 野 道 生 

・総務部長           塚 野 仙 哉 

・秘書広報課長         加 藤 武 美 

教育委員会 

・教育部長           大 津 一 義 

・学校教育課長         田 中 裕 樹 

・学校教育課総務係長      吉 川  春 美 

 

３. 次第 

 １.開会（市長あいさつ 教育長あいさつ） 

 ２.議事録署名人の指名 

 ３.議事 

  （1）みやま市教育に関する大綱について 

（2）その他 

 

資料① みやま市教育大綱（Ａ案） 

 

資料② みやま市教育大綱（Ｂ案） 

 

４. 閉会 
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【午前１０時００分 開会】 

 

1.開会 

市長あいさつ 

第２回みやま市総合教育会議を開催したところ、教育長はじめ教育委員・教育委員会

職員、市長部局から多数の皆様にご出席いただき、ありがとうございます。いつも申し

上げておりますが、教育委員会においては、日ごろからみやま市の教育水準の向上・子

供たちの健全育成に大変ご尽力いただいていることに心から感謝申し上げます。 

全国学力テストでは、小学校はレベルが高く中学校は平均に達していないという結果

が出ており、そういった問題点がどこにあるのかを究明していく必要があります。 

しかしながら、私としては学力が全てではないとも考えており、長岡教育長がうち出

している「みやま市ならではの教育」が、人間としての魅力、生きる力、優しさを養う

教育であることを、大変喜ばしく思っており、社会に出て通用する子供達を育てるため、

一丸となって努力していくにあたって、教育委員さん方の果たされる役割は極めて大き

いと思っている。本日も実りのある会議となるよう祈念します。 

 

教育長あいさつ 

皆様ご多用の中ご出席いただき、ありがとうございます。初秋から中秋へと移り、運

動会・敬老祭と様々な行事がたけなわである。これから実りの秋となり学校教育・社会

教育ともに、さらに深まりのある活動ができるよう願っています。 

本日は、みやま市教育大綱（案）について協議していただきます。本市において教育

振興基本計画と位置付ける「第１次総合計画第５章」並びに高野教育長時代から継承す

る「みやま市ならではの教育」及び西原市長７つの施策の中にある「健全でたくましい

児童生徒の育成、文化・スポーツを通した健康長寿のまちづくり」、そして、総合教育会

議の趣旨を踏まえて、市長の思いも盛り込んだ大綱にしていきたい。 

その他として、事務局の方から教育の動向についての話題を提供いたしますので、率

直なご意見を賜りたい。よろしくお願いします。 

 

 

２.議事録署名人の指名 

（市   長） 西原 親 

（教育委員会） 早川 京子 

・・・全員同意・・・ 

 

  

 

３.議事 

（1） みやま市教育に関する大綱について 
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【学校教育課長】事務局としては、「市民の目線からわかりやすく、シンプルなものにする

必要があること」また、「教育委員会において策定した教育施策は、常に

市長の意向を反映したものであること」から考えると、法律で求められ

ている「教育大綱」については、今般教育委員会で定めた「平成２７年

度みやま市教育施策」を柱としてとして位置付けることが、法の趣旨に

添いなおかつ合理的であると判断した。 

また、国からの通知による大綱の定義「大綱は、地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の

根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定すること

を求めているものではないこと。」を勘案して、市長部局と教育委員会

事務局とですり合わせて次の２案を作成した。本日の討論の内容を受け

てさらに肉付けして、前回ご説明したように、年末の第３回の教育総合

会議で決定していきたい。 

資料 1・・・Ａ案 資料 2・・・Ｂ案について説明 

 

【市   長】質疑はありませんか。 

 

【井上教育委員】Ａ案のレイアウトを上下入れ替えたらどうか。「教育に関する重点施策」

を一番上に持ってくると、みやま市教育大綱の目指すものがわかりやす

くなると思う。 

 

【早川教育委員】この大綱は一般に公表するものか。 

 

【教育部長】 教育施策については、今もＨＰで公表しているが、大綱を策定したら、

施策と組み合わせて分かりやすい形で公表する予定だ。 

 

【市   長】他にご意見はないか。 

 

【樺島教育委員】私はＢ案の方が見やすく良いと思う。右下の表については、総合計画の

理念が一番上にあり、そのために政策を打つ、その政策実現のために施

策があることが一目でわかる。その施策は提案のとおり「みやま市教育

施策」で十分だと思う。 

 

【市   長】早川委員はいかがか。 

 

【早川教育委員】先にみやま市の教育の目指すものを持ってくる、井上委員の案に賛成で

ある。 
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【市   長】井上委員、早川委員はＡ案Ｂ案こだわらす、先に教育に関する重点施策

を持ってくる。椛島委員はＢ案を支持するとの意見だが、教育長はどう

か。 

 

【教 育 長】図柄の問題が一つだが、Ａ案では市長に新たに目標を考えていただくこ

ととしているのに対して、Ｂ案では第１次総合計画の将来像「人・水・

緑が光り輝き夢ふくらむまち」を目標としている。目標についてはちょ

うど地方創生の総合戦略プランが出来ており、ターニングポイントにあ

るのでは。そういったことと、先ほどからのお話を勘案すると、Ａ案で

市長の考える教育目標を一番上に据え、そのための重点施策を次に持っ

ていき、そのあと市長の思い、最後に説明というのが適当ではないかと

思う。ただ、「人・水・緑が光り輝き夢ふくらむまち」を生かすかどうか

は検討しなければならない。 

      

【教育部長】 今教育長が申した通り、目標を第１次総合計画の将来像とするか、キャ

ッチフレーズを別に打ち出すのかどうかを検討する必要がある。 

       また、こういった１枚の用紙に市長の言葉を込めて大綱とする手法は、

長野県松本市の例を参考にした。 

 

【学校教育課長】レイアウトの並び替えは意見を基に行うが、前文の「みやま市教育施策」

の冒頭部分を「みやま市教育大綱」と位置付けることは、ご了承いただ

いてよいか。 

 

【教 育 長】今回のＡまたはＢ案と「教育施策」のＰ１～２を合わせた３ページを合

わせて大綱と考えるということである。 

 

【教育部長】 教育施策のＰ３以降の詳細な施策は、毎年予算や国の方針に対応して変

更があるので、市長・教育長の在任期間中はＰ１～２を大綱とするとい

うことでやっていきたいと思っている。 

 

【市  長】 了解した（一同同意）。 

 

【学校教育課長】それでは、Ａ案Ｂ案両方についてレイアウトなど修正して次の会議で提

示したい。 

 

【教 育 長】Ａ案Ｂ案とも市長さんの思いについては、前回の会議でのご発言を仮に

入れているが、ここには日ごろからおっしゃっている「文武両道」とい

ったところで、社会教育などについてもご意見を頂きたい。 
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【市  長】 わかりました。他にご意見ございませんか。それではご意見も出尽くし

たようですので、皆様からのご意見を加味したＡＢ案について次回総合

会議で協議するということでお願いしたい。 

       （２）その他の部分で何かないか。 

 

【副 市 長】学校教育・社会教育の大きな二本の柱については、明記してほしい。ま

た、学校教育への地域の支援はみやま市ならではのものがあり、素晴ら

しいと思っている。今後もう少し家庭における親学というか、親の意識

改革について教育委員会で取り組むことを、施策に取り入れられないか。 

 

【教 育 長】了解した。 

 

【井上教育委員】先日ＰＴＡの会議でも、総会や研修会へ熱心に参加されるところと、無

関心なところがあるとの話を聞いた。関心のない人にどう関心を持たせ

るか。先ずはＰＴＡ総会への全員参加などを目指し、その中で周知徹底

を図ったり、其々が親として困っていることなどを聞き取る。そういっ

たことを、まずは各小学校で取り組むべきだと思う。 

 

【市   長】事務局から何かないか。 

 

【学校教育課長】今のお話にも関連するが、先週ＰＴＡとの懇談会で出た「スマートフォ

ン」「教職員の多忙感」の２点について実態をお話ししたい。 

       スマートフォンについては、全国的には命に係わる事件事故も小中学校

でも発生している状況で、高田中学校ＰＴＡにおいて子供達を守るため

の「家庭教育宣言」が決議された。懇談会では、それを市内全小中学校

においても取り組むよう提言があった。教育委員会としても、校長会な

どを通して各学校への働きかけを行う。 

       「教職員の多忙感」については、様々な事務業務に追われることから子

供と向き合う時間が減少するといった弊害がある。みやま市においては

「校務支援システム」の導入、市費による支援員の配置、さらに昨年か

らはスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置をして、

教職員の業務の軽減を図っている。 

 

【副 市 長】スマートフォンを保有している割合はどれくらいか。 

 

【学校教育課長】数年前の調査では、小学校高学年で半分、中学校は８～９割の普及率で

あった。 
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【副 市 長】学校でのルールはどうなっているのか。 

【教 育 長】小学校原則持ち込み禁止だが、親の不在などの理由で許可を受けたもの

のみ持ち込める。但し授業中は職員室へ預ける事になっているはずであ

る。 

 

【井上教育委員】みやま市内のスマートフォンの保持率、運用方法についての実態調査が

必要である。 

 

【学校教育課長】普及率については一度調査しているが、運用方法についても現状の調査

を行う。 

 

【市   長】意見も出尽くしたようですので、今日の会議を閉じます。 

                       

 

【午後１０時５７分 閉会】 

 

議 事 録 署 名 人 

 

                  市長 

 

                  早川教育委員 


